
門真市公共施設等個別施設計画（案） （概要）

１．基本的な考え方

高度経済成長と急激な人口増加を背景に昭和40 年代から昭和50 年代にか
けて、大量に建設された学校や市営住宅などの建物系施設、道路や上下水道な
どのインフラ施設が老朽化により一斉に更新の時期を迎え、適切な維持管理手法
の具体化、更新費用等の増加に伴う財源の捻出が課題となっています。
このことに対応するため、国では、「経済財政運営と改革の基本方針 脱デフレ・経
済再生 」（平成25(2013)年６月14 日閣議決定）における「インフラの老朽化
が急速に進展する中、「新しく造ること」から「賢く使うこと」への重点化が課題であ
る。」との認識のもと、平成25(2013)年11 月には、「インフラ長寿命化基本計
画」が策定されました。
過去に建設された公共施設等がこれから大量に更新時期を迎える一方で、地方
公共団体の財政は依然として厳しい状況であることや、人口減少等に伴い、今後
の公共施設等の利用需要も変化する見込みがあることから、「インフラ長寿命化基
本計画」では、中長期的な取組の方向性を明らかにするための計画である公共施
設等総合管理計画とともに、個別施設毎の具体の対応方針を定める計画である、
個別施設計画の策定が求められています。
本計画は、今後の老朽度・必要性・費用対効果などから施設の最適な配置や、
統廃合・集約化に関する検討を行い、財政の軽減・平準化を図ることを目的とした
計画であり、門真市公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画として位置
付けています。

２．計画の対象施設

※50㎡未満の建物と既に長寿命化計画を策定している施設は対象外

本計画の対象施設については、下記の表のとおりです。



５．分類別の施設の状態・方向性・対策内容等

４．対策の優先順位の考え方

施設の点検・診断結果等により、施設の危険度を把握し、利用者の安全確保
のための対策を最優先に実施していきます。

計画期間については、公共施設等総合管理計画の終期に合わせます。
計画期間は、2021年度から2045年度までとし、本計画の見直しの時期につい
ては総合管理計画に合わせることとします。

３．計画の期間

※社会経済情勢の変化や関連する計画の策定・変更などが行われた場合にも、
変化に応じた見直しを行います。

本計画の対象施設における施設の状態等について、施設分類別に次のとおり整
理しています。


